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(57)【要約】
【課題】　一定のセキュリティレベルを保ちつつ、ユー
ザの負担にならずにロック状態の設定又は解除を実行す
ることができる携帯型電子機器を提供する。
【解決手段】　表示部（１４）と、表示部（１４）に対
する入力を検出する入力検出部（４６）と、入力検出部
（４６）によって所定の入力が検出されると、当該電子
機器（１０）の一部若しくは全部の機能に対してロック
状態の設定又は解除を実行するロック制御部３０とを備
える。所定の入力は、表示部（１４）の任意の領域にお
いて、予め決められた画面操作が所定回数連続して行わ
れることを含む。
【選択図】図４



(2) JP 2013-114317 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部に対する入力を検出する入力検出部と
を備えた携帯型電子機器であって、
　前記入力検出部によって所定の入力が検出されると、当該携帯型電子機器の一部若しく
は全部の機能に対してロック状態の設定又は解除を実行するロック制御部を備え、
　前記所定の入力は、前記表示部の任意の領域において、予め決められた画面操作が所定
回数連続して行われることを含む、携帯型電子機器。
【請求項２】
　表示部と、
　前記表示部に対する入力を検出する入力検出部と
を備えた携帯型電子機器であって、
　前記入力検出部によって所定の入力が検出されると、当該携帯型電子機器の一部若しく
は全部の機能に対してロック状態の設定又は解除を実行するロック制御部を備え、
　前記所定の入力は、前記表示部の任意の領域において、予め決められた複数の画面操作
が所定の順序で行われることを含む、携帯型電子機器。
【請求項３】
　複数の画面操作に対応させたパスワードを記憶する記憶部を有し、
　前記ロック制御部は、入力された複数の画面操作が、前記パスワードに対応する複数の
画面操作に一致する場合に、前記ロック状態の設定又は解除を実行し、
　前記パスワードの構成要素は、画面操作の種類と、当該画面操作の連続操作回数により
定まる、請求項２に記載の携帯型電子機器。
【請求項４】
　前記複数の画面操作は、第１の方向に沿ったスライド操作および第２の方向に沿ったス
ライド操作が所定の順序で実行されることである、請求項２又は請求項３に記載の携帯型
電子機器。
【請求項５】
　前記複数の画面操作は、第１の方向に沿ったスライド操作、第２の方向に沿ったスライ
ド操作およびその他のタッチ操作が所定の順序で実行されることである、請求項２又は請
求項３に記載の携帯型電子機器。
【請求項６】
　前記表示部は、前記所定の入力が開始されてから完了するまで当該入力の過程を表示す
る、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の携帯型電子機器。
【請求項７】
　前記画面操作が行われる毎に、当該画面操作が完了したことを報知する報知音を発生す
る報知音発生部を有する、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の携帯型電子機器。
【請求項８】
　前記表示部は、実行されている機能に対応する機能画面を表示し、
　前記ロック制御部は、ロックが解除された状態で前記所定の入力がなされると、前記表
示部が表示している機能画面に対応する機能に対してロック状態を設定する、請求項１乃
至請求項６のいずれかに記載の携帯型電子機器。
【請求項９】
　前記表示部の輝度を制御する輝度制御部を備え、
　前記輝度制御部は、当該携帯型電子機器の一部若しくは全部の機能に対してロック状態
が設定されている場合に、前記入力検出部によって所定の入力が検出されるまで、前記表
示部の輝度を所定値以下になるように制御する請求項１から請求項８のいずれかに記載の
携帯型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、機能の一部又は全部をロック状態にすることが可能な携帯型電子機器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等の携帯型電子機器には、セキュリティの観点から、ユーザの手書きパター
ンの入力によって、画面上の特定の項目（例えば、フォルダ等）の表示・非表示を切り替
えるものがある。この電子機器では、例えばタッチパネルをなぞることにより手書きパタ
ーンを予め設定しておき、入力された手書きパターンが設定された手書きパターンと一致
したときに、上記特定項目の表示・非表示を切り替えることとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－８６９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の携帯型電子機器では、上記表示・非表示（セキュリティロックの解除・
設定）の切り替えを行うために、タッチパネル上を手書きパターンが設定されたときと同
様に、すなわち手書きパターンが設定されたときと同じ位置を同じ軌跡でなぞることによ
り、手書きパターンを入力する必要がある。よって、誤認識が生じやすくなるとともに、
ユーザは注意深く手書きパターンを入力しなければならず、ユーザの負担が大きくなる。
一方、ユーザが負担を軽くするために、予め設定する手書きパターンを簡略化すると、セ
キュリティレベルが低下するという課題が生じる。
【０００５】
　従って、一定のセキュリティレベルを保ちつつ、ユーザの負担にならずにロック状態の
設定又は解除を実行することができる携帯型電子機器が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様による携帯型電子機器は、表示部と、前記表示部に対する入力を検出す
る入力検出部と、前記入力検出部によって所定の入力が検出されると、当該電子機器の一
部若しくは全部の機能に対してロック状態の設定又は解除を実行するロック制御部と、を
備える。前記所定の入力は、前記表示部の任意の領域において、予め決められた画面操作
が所定回数連続して行われることを含む。
【０００７】
　本発明の一態様による携帯型電子機器は、表示部と、前記表示部に対する入力を検出す
る入力検出部と、前記入力検出部によって所定の入力が検出されると、当該電子機器の一
部若しくは全部の機能に対してロック状態の設定又は解除を実行するロック制御部と、を
備える。前記所定の入力は、前記表示部の任意の領域において、予め決められた複数の画
面操作が所定の順序で行われることを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様による携帯型電子機器によれば、一定のセキュリティレベルを保ちつつ
、ユーザの負担を低減した状態で、ロック状態の設定又は解除を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態の携帯型電子機器を示す外観図であり、図１（ａ）は表面側
から見た斜視図であり、図１（ｂ）は裏面側から見た斜視図である。
【図２】図１に示す携帯端末装置の電気的な構成例を示す図である。
【図３】ユーザがタッチパネル上をスライド操作することにより、ロック状態を解除して
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いる様子を示す図である。
【図４】ユーザが図３に示す操作を実行している場合に、ディスプレイの表示が遷移する
様子を示す図である。
【図５】ユーザがロック状態の解除操作として、図３および図４を用いて説明した操作を
設定するための設定画面である。
【図６】プロセサによるロック状態の解除処理を示すフローチャートである。
【図７】第２の実施形態の携帯型電子機器におけるロック状態の解除方法を説明するため
の図である。
【図８】ユーザがロック状態の解除操作を設定するための設定画面である。
【図９】第３の実施形態の携帯型電子機器におけるロック状態の設定方法を説明するため
の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態による携帯型電子機器を示す外観図であり、図１（ａ）
は表面側から見た斜視図であり、図１（ｂ）は裏面側から見た斜視図である。図１に示す
ように、本実施形態による携帯型電子機器１０としては、一例としてスマートフォン（ｓ
ｍａｒｔｐｈｏｎｅ）が挙げられる。ただし、本発明としての携帯型電子機器としては、
従来のフューチャフォン（ｆｅａｔｕｒｅ ｐｈｏｎｅ）、タブレット端末、ＰＤＡなど
であってもよい。
【００１１】
　携帯型電子機器１０は、縦長の扁平矩形のハウジング１２を含む。ハウジング１２の一
方主面（表面）には、たとえば液晶や有機ＥＬなどのディスプレイ１４が設けられる。デ
ィスプレイ１４の上には、タッチパネル１６が設けられる。したがって、本実施形態によ
る携帯型電子機器１０では、後述のハードキーの操作によるものを除く大部分の入力操作
は、このタッチパネル１６を介して行われる。
【００１２】
　また、図１に示すように、ハウジング１２の縦方向における一方の端部の表面にスピー
カ１８が内蔵され、他方の端部の表面にマイク２０が内蔵される。
【００１３】
　さらに、図１に示す携帯型電子機器１０では、タッチパネル１６とともに、入力操作手
段を構成するハードキーとして、通話キー２２、終話キー２４およびメニューキー２６が
設けられる。
【００１４】
　たとえば、ユーザは、ディスプレイ１４に表示されたダイヤルキーに対して、タッチパ
ネル１６によってタッチ操作を行うことで電話番号を入力でき、通話キー２２を操作して
音声通話を開始することができる。終話キー２４を操作すれば、音声通話を終了すること
ができる。なお、この終話キー２４を長押しすることによって、携帯型電子機器１０の電
源をオン／オフすることができる。
【００１５】
　また、メニューキー２６を操作すれば、ディスプレイ１４にメニュー画面が表示され、
その状態でディスプレイ１４に表示されているソフトキーやメニューアイコンなどに対し
て、タッチパネル１６上におけるタッチ操作を行うことによってメニューを選択し、その
選択を確定させることができる。
【００１６】
　なお、上述のメニューキー２６は、この携帯型電子機器１０がカメラモードに設定され
る場合には、シャッタキーないし撮影キーとして機能してもよい。
【００１７】
　また、ハウジング１２の他方主面（裏面）にはレンズ開口２８が設けられる。図１の携
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帯型電子機器１０においてカメラモジュールによって写真を撮ろうとするときは、カメラ
開口２８を被写体に向けて、撮影キーとして機能するメニューキー２６を操作する。
【００１８】
　図２は、図１に示す携帯型電子機器１０の電気的な構成例を示す図である。図２に示す
ように、携帯型電子機器１０は、コンピュータまたはＣＰＵと呼ばれるプロセサ３０を含
む。プロセサ３０には、無線通信回路３２、Ａ／Ｄ変換器３４、Ｄ／Ａ変換器３６、入力
装置３８、表示ドライバ４０、フラッシュメモリ４２、ＲＡＭ４４、タッチパネル制御回
路４６およびカメラモジュール４８などが接続される。
【００１９】
　プロセサ３０は、携帯電話機１０の全体制御を司る。ＲＡＭ４４には、フラッシュメモ
リ４２に予め設定されているプログラムの全部または一部が使用に際して展開され、プロ
セサ３０はこのＲＡＭ４４上のプログラムに従って動作する。なお、ＲＡＭ４４はさらに
、プロセサ３０のワーキング領域ないしバッファ領域として用いられる。
【００２０】
　入力装置３８は、図１に示すタッチパネル１６、ハードキー２２、２４および２６を含
むものであり、操作部または入力部を構成する。ユーザが操作したハードキーの情報（キ
ーデータ）はプロセサ３０に入力される。
【００２１】
　無線通信回路３２は、アンテナ５０を通して、音声通話やメールなどのための電波を送
受信するための回路である。実施例では、無線通信回路３２は、ＣＤＭＡ方式での無線通
信を行うための回路である。たとえば、ユーザが入力装置３８を操作して電話発信（発呼
）を指示すると、無線通信回路３２は、プロセサ３０の指示の下、電話発信処理を実行し
、アンテナ５０を介して電話発信信号を出力する。電話発信信号は、基地局および通信網
を経て相手の電話機に送信される。そして、相手の電話機において着信処理が行われると
、通信可能状態が確立され、プロセサ３０は通話処理を実行する。
【００２２】
　通常の通話処理について具体的に説明すると、相手の電話機から送られてきた変調音声
信号はアンテナ５０によって受信される。受信された変調音声信号には、無線通信回路３
２によって復調処理および復号処理が施される。そして、これらの処理によって得られた
受話音声信号は、Ｄ／Ａ変換器３６によって音声信号に変換された後、スピーカ１８から
出力される。一方、マイク２０を通して取り込まれた送話音声信号は、Ａ／Ｄ変換器３４
によって音声データに変換された後、プロセサ３０に与えられる。音声データには、プロ
セサ３０の指示の下、無線通信回路３２によって符号化処理および変調処理が施され、ア
ンテナ５０を介して出力される。したがって、変調音声信号は、基地局および通信網を介
して相手の電話機に送信される。
【００２３】
　また、相手の電話機からの電話発信信号がアンテナ５０によって受信されると、無線通
信回路３２は、電話着信（着呼）をプロセサ３０に通知する。これに応じて、プロセサ３
０は、表示ドライバ４０を制御して、着信通知に記述された発信元情報（電話番号など）
をディスプレイ１４に表示する。また、これとほぼ同時に、プロセサ３０は、スピーカ１
８から着信音（着信メロディ、着信音声と言うこともある。）を出力させる。
【００２４】
　そして、ユーザが入力装置３８に含まれる通話キー２２（図１）を用いて応答操作を行
うと、無線通信回路３２は、プロセサ３０の指示の下、通話状態確立処理を実行する。さ
らに、通話可能状態が確立され、プロセサ３０は上述した通常の通話処理を実行する。
【００２５】
　また、通話可能状態に移行した後に入力装置３８に含まれる終話キー２４（図示１）に
よって通話終了操作が行われると、プロセサ３０は、無線通信回路３２を制御して、通話
相手に通話終了信号を送信する。そして、通話終了信号の送信後、プロセサ３０は通話処
理を終了する。また、先に通話相手から通話終了信号を受信した場合も、プロセサ３０は
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通話処理を終了する。さらに、通話相手によらず、移動通信網から通話終了信号を受信し
た場合も、プロセサ３０は通話処理を終了する。
【００２６】
　Ａ／Ｄ変換器３４には図１に示すマイク２０が接続され、上述のようにマイク２０から
の音声信号はこのＡ／Ｄ変換器３４を通してディジタルの音声データとしてプロセサ３０
に入力される。Ｄ／Ａ変換器３６にはスピーカ１８が接続される。Ｄ／Ａ変換器３６は、
ディジタルの音声データを音声信号に変換して、アンプを介してスピーカ１８に与える。
したがって、音声データの音声がスピーカ１８から出力される。
【００２７】
　なお、プロセサ３０は、たとえばユーザによるボリュームの操作に応答して、Ｄ／Ａ変
換器３６に接続されるアンプの増幅率を制御することによって、スピーカ１８から出力さ
れる音声の音量を調整することができる。
【００２８】
　表示ドライバ４０には図１に示すディスプレイ１４が接続され、したがって、ディスプ
レイ１４はプロセサ３０から出力される映像または画像データに従って映像または画像を
表示する。つまり、表示ドライバ４０は、プロセサ３０の指示の下、当該表示ドライバ４
０に接続されたディスプレイ１４の表示を制御する。また、表示ドライバ４０は表示する
画像データを一時的に記憶するビデオメモリを含む。ディスプレイ１４には、たとえばＬ
ＥＤなどを光源とするバックライトが設けられており、表示ドライバ４０はプロセサ３０
の指示に従って、そのバックライトの明るさ（例えば、輝度）や、点灯／消灯を制御する
。ディスプレイ１４の表示パネルが照明される。
【００２９】
　タッチパネル制御回路４６には、図１に示すタッチパネル１６が接続される。タッチパ
ネル制御回路４６は、タッチパネル１６に必要な電圧などを付与するとともに、タッチパ
ネル１６に対するユーザによるタッチの開始を示すタッチ開始信号、ユーザによるタッチ
の終了を示す終了信号、およびユーザがタッチしたタッチ位置を示す座標データをプロセ
サ３０に入力する。したがって、プロセサ３０はこの座標データに基づいて、そのときユ
ーザがどのアイコンやキーにタッチしたかを判断することができる。
【００３０】
　実施例では、タッチパネル１６は、指などの物体が表面に接近して生じた電極間の静電
容量の変化を検出する静電容量方式で、たとえば１本または複数本の指がタッチパネル１
６に触れたことを検出する。また、タッチパネル１６は、ディスプレイ１４の上に設けら
れ、その画面内で、任意の位置を指示するためのポインティングデバイスである。タッチ
パネル制御回路４６は、タッチパネル１６のタッチ有効範囲内でのタッチ操作を検出して
、そのタッチ操作の位置を示す座標データをプロセサ３０に出力する。つまり、ユーザは
、タッチパネル１６の表面をタッチすることによって、操作位置や、操作方向などを携帯
型電子機器１０に入力する。
【００３１】
　なお、タッチ操作は指だけに限らず、スタイラスペンなどによって行われてもよい。ま
た、タッチパネル１６の検出方式には、表面型の静電容量方式が採用されてもよいし、抵
抗膜方式、超音波方式、赤外線方式および電磁誘導方式などであってもよい。
【００３２】
　本実施形態による携帯型電子機器１０では、セキュリティの観点から、携帯型電子機器
１０の一部又は全部の機能をロック状態に設定することができる。そして、再びその機能
を実行しようとするときには、当該ロック状態を解除することができる。以下に、携帯型
電子機器１０におけるロック状態の解除方法を説明する。
【００３３】
　図３および図４は、携帯型電子機器１０におけるロック状態の解除方法を説明するため
の図である。図３は、ユーザがタッチパネル１６上をスライド操作することにより、ロッ
ク状態を解除している様子を示す図であり、図４は、ユーザが図３に示す操作を実行して
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いる場合に、ディスプレイ１４の画面が遷移する様子を示す図である。図３に示すように
、ユーザは、タッチパネル１６上を右方向又は左方向に複数回スライド操作することによ
り、ロック状態を解除することができる。具体的には以下の通りである。
【００３４】
　例えば携帯型電子機器１０の全機能がロック状態であるとき、ディスプレイ１４には、
図４（ａ）に示すように、全機能がロック状態であることを示す画面が表示される。ここ
で、全機能がロック状態であるときは、ユーザがロック状態の解除操作を行わない限り、
全ての機能を実行することができないことをいう。ユーザは、これを確認すると、まずタ
ッチパネル１６上を右方向にスライド操作する（図３（ａ））。このとき、ディスプレイ
１４には、図４（ｂ）に示すように、右方向のスライド操作が行われていることを示す画
面が表示される。これは、タッチパネル制御回路４６によって右方向へのスライド操作が
検出されたことを示すものであり、ユーザは、この画面を確認することによって、現在行
っている操作が、携帯型電子機器１０に正しく認識されていることを知ることができる。
【００３５】
　スライド操作が完了すると、ディスプレイ１４には、図４（ｃ）に示すように、右方向
にスライド操作が行われたことを示す「Ｒ１」が表示される。「Ｒ１」は、直前の操作が
１回目のスライド操作であり、かつ右方向へのスライド操作であったことを示す。
【００３６】
　次に、ユーザは、タッチパネル１６上をもう一度右方向にスライド操作する（図３（ｂ
））。このとき、ディスプレイ１４には、図４（ｄ）に示すように、右方向のスライド操
作が行われていることを示す画面が表示される。スライド操作が完了すると、ディスプレ
イ１４には、直前の操作が２回目のスライド操作であり、かつ右方向へのスライド操作で
あったことを示す「Ｒ２」が表示される（図４（ｅ））。
【００３７】
　さらに、ユーザは、タッチパネル１６上を左方向にスライド操作する（図３（ｃ））。
このとき、ディスプレイ１４には、図４（ｆ）に示すように、左方向のスライド操作が行
われていることを示す画面が表示される。スライド操作が完了すると、ディスプレイ１４
には、直前の操作が３回目のスライド操作であり、かつ左方向へのスライド操作であった
ことを示す「Ｌ３」が表示される（図４（ｇ））。
【００３８】
　そして、以上の画面操作により、携帯型電子機器１０のロック状態が解除されると、デ
ィスプレイ１４には、図４（ｈ）に示すように、ロック状態が解除されたことを示す画面
が表示される。
【００３９】
　このように、本実施形態による携帯型電子機器１０によれば、ディスプレイ１４におい
て、右方向のスライド操作と左方向のスライド操作が所定の順序で、すなわち、右方向、
右方向、左方向の順で行われることにより、ロック状態を解除することができる。
【００４０】
　ここで、プロセサ３０は、タッチパネル制御回路４６によって、ユーザがタッチしたタ
ッチ位置を示す座標データが入力されると、スライド操作の操作方向を判断する。プロセ
サ３０は、タッチパネル制御回路４６からの入力信号に基づいて、右方向、右方向、左方
向の順でスライド操作が行われたと判断した場合には、それらのスライド操作がタッチパ
ネル１６上のどの領域において行われたかに関わらず、ロック状態を解除する処理を行う
。
【００４１】
　よって、本実施形態による携帯型電子機器１０によれば、ロック状態を解除するために
、従来のパターン認識のように、タッチパネル１６上の予め決められた位置を予め決めら
れた軌跡でなぞる必要はないため、ユーザの負担にならずにロック状態の解除を実行する
ことができる。また、ロック状態を解除するための操作が、スライド操作という簡単な画
面操作の集合体であるため、ユーザの負担にならずにロック状態の解除を実行することが
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できる。
【００４２】
　さらに、本実施形態による携帯型電子機器１０によれば、ロック状態を解除するために
、画面操作を所定の順序で行う必要があることから、個々の画面操作は簡単であっても、
簡単にロック状態を解除することはできないため、一定のセキュリティレベルが保持され
る。
【００４３】
　以上により、本実施形態よる携帯型電子機器１０によれば、一定のセキュリティレベル
を保ちつつも、ユーザの負担を低減した状態で、ロック状態の設定又は解除を実現するこ
とができる。
【００４４】
　上述の携帯型電子機器１０では、ユーザによる入力、すなわちスライド操作が開始され
てから完了するまで、図４（ｂ）～図４（ｇ）に示すように、ディスプレイ１４に入力の
過程を表示させることとしたが、これを省略することも可能である。
【００４５】
　また、携帯型電子機器１０では、ユーザがスライド操作をしている途中およびスライド
操作を完了した後に、ディスプレイ１４に操作に関する情報が表示されていたが、ディス
プレイ１４に表示される代わりに、効果音が出力されてもよい。例えば、スライド操作が
行われている途中でスライド操作の方向によって異なる効果音が出力されてもよいし、ス
ライド操作が行われている途中とスライド操作が完了した後とで異なる効果音が出力され
てもよい。さらには、スライド操作が行われている途中およびスライド操作が完了した後
の少なくとも一方で効果音が出力されてもよい。
【００４６】
　また、静かな環境において効果音が出力されると不都合が生じる場合には、携帯型電子
機器１０を振動させてもよい。この場合も、上述の効果音の場合と同様に、スライド操作
の方向によって異なる振動数で振動されるといった種々の変形が可能である。このように
、効果音や振動を利用すれば、ユーザは、ディスプレイ１４を見ることなく、自分が実行
している操作を知ることができる。よって、ポケットの中に携帯型電子機器１０を入れた
ままロック状態の解除操作を行うといったことも可能になる。
【００４７】
　図５は、ユーザがロック状態の解除操作として、図３および図４を用いて説明した操作
を設定するための設定画面である。ユーザは、メニュー選択画面から例えば「ロック解除
設定」と記載されたメニューを選択すると、図５に示すように、ディスプレイ１４にロッ
ク解除設定画面が表示される。
【００４８】
　図５に示すように、ロック解除設定画面は、ロックコード数を設定することができるロ
ックコード数設定アイコン６０と、スライド操作の方向を設定することができる３つの方
向設定アイコン６１と、スライド操作の回数を設定することができる３つの回数設定アイ
コン６２とを有する。ロックコード数とは、ロック状態を解除するために必要なスライド
操作の総数であり、ここでは、３回と設定されている。
【００４９】
　並んで表示された方向設定アイコン６１と回数設定アイコン６２とは対応しており、各
スライド操作の回数を設定することができる。図５の例でいうと、右方向のスライド操作
を１回、右方向のスライド操作を１回、左方向のスライド操作を１回実行すれば、ロック
状態を解除することができる。
【００５０】
　方向設定アイコン６１は、タッチされる毎に「右」および「左」が切り替わる。回数設
定アイコン６２は、タッチされると選択肢として複数の数字が表示され、それらから１つ
を選択できるようになっていてもよい。
【００５１】
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　また、解除設定画面には、解除ボタン６３が表示される。ロックコード数設定アイコン
６０、方向設定アイコン６１、および回数設定アイコン６２を用いて入力を行った後、解
除ボタン６３を押下することにより、ロックコード数設定アイコン６０、方向設定アイコ
ン６１、および回数設定アイコン６２によって入力された操作が、解除操作として設定さ
れる。なお、各アイコン６０，６１，６２を用いて行った入力は、ユーザが確認すること
ができるように、例えば、解除操作表示領域６４に表示されてもよい。
【００５２】
　なお、この解除設定画面では、方向設定アイコン６１が３つしか表示されてないため、
ロックコード数が４以上になったときは、例えば、一番上に表示されている「右」と設定
された方向設定アイコン６１に対応する回数設定アイコン６２の回数を「２」に設定し、
中央に表示されている方向設定アイコン６１を「左」に設定し、かつ当該「左」に設定さ
れた方向設定アイコン６１に対応する回数設定アイコン６２を「１」に設定することによ
り、一番下に表示された方向設定アイコン６１および回数設定アイコン６２を用いて、新
たなスライド操作を追加することができる。このように、ユーザは、ロックコード数に合
わせて各設定アイコン６１，６２を適宜設定することができる。また、方向設定アイコン
６１および回数設定アイコン６２の数は、それぞれ３に限らず任意であってよい。
【００５３】
　次に、プロセサ３０によるロック状態の解除処理を説明する。図６は、プロセサ３０に
よるロック状態の解除処理を示すフローチャートである。ここで、図６における「Ｎ」は
、ロック状態の解除のためにユーザによって行われた画面操作の回数を示す。この回数は
、ＲＡＭ４４における所定の領域に記憶され、ユーザによって画面操作がされる毎に、プ
ロセサ３０によって書き直され、１ずつ増大する。以下では、ロックコード数がＭ（Ｍは
２以上の整数）であるものとして説明を行う。なお、ロックコード数Ｍは、図５に示した
解除設定画面においてユーザによって設定された後、ＲＡＭ４４に記憶される。
【００５４】
　携帯型電子機器１０がロック状態になったとき、Ｎ＝０に設定されている（ステップ１
：Ｓ１）。プロセサ３０は、ユーザによってタッチパネル１６上で画面操作が行われ、タ
ッチパネル制御回路４６から信号が入力されると（ステップ２：Ｓ２においてＹＥＳ）、
ＲＡＭ４４の所定領域に記憶されたＮ（＝０）を１に書き直す（ステップ３：Ｓ３）。プ
ロセサ３０は、タッチパネル制御回路４６から信号が入力されない場合には（ステップ２
：Ｓ２においてＮＯ）、ステップ２の処理、すなわちタッチパネル制御回路４６から信号
が入力されたか否かを判断する処理を繰り返す。
【００５５】
　プロセサ３０は、タッチパネル制御回路４６から信号が入力され（ステップ２：Ｓ２に
おいてＹＥＳ）、Ｎ＝１とした場合、ユーザによって次の画面操作が行われたか否か、す
なわちタッチパネル制御回路４６から信号が入力されたか否かを判断する（ステップ４：
Ｓ４）。
【００５６】
　ステップ４において、タッチパネル制御回路４６から信号が入力されなかった場合（ス
テップ４においてＮＯ）、所定時間が経過したか否か判断する（ステップ５：Ｓ５）。タ
ッチパネル制御回路４６から信号が入力されないまま、所定時間が経過した場合には（ス
テップ５においてＹＥＳ）、表示ドライバ４０を介して、ディスプレイ１４にロック状態
を解除できない旨を表示させる（ステップ６：Ｓ６）。所定時間が経過していない場合に
は（ステップ５においてＮＯ）、ステップ４の処理を繰り返す。
【００５７】
　一方、プロセサ３０は、ステップ４において、タッチパネル制御回路４６から信号が入
力されると（ステップ４においてＹＥＳ）、ＲＡＭ４４の所定領域に記憶されたＮ（＝１
）の数を１つ増大させる（ステップ７：Ｓ７）。そして、プロセサ３０は、ＲＡＭ４４の
所定領域を読みだして、Ｎがロックコード数に到達したか否か、すなわちＮ＝Ｍになった
か否かを判断する（ステップ８：Ｓ８）。ＮがＭに到達していない場合には、ステップ４
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に戻って、再度タッチパネル制御回路４６から信号が入力されたか否か判断する（ステッ
プ４）。
【００５８】
　ステップ６において、ＮがＭに到達した場合、すなわちＮ＝Ｍになった場合には（ステ
ップ８においてＹＥＳ）、入力された画面操作が予め設定された解除操作であるか否か、
ここでは、スライド操作が右方向、右方向、左方向の順で行われたか否か判断する（ステ
ップ９：Ｓ９）。入力された画面操作が予め設定された解除操作であると判断した場合に
は（ステップ９においてＹＥＳ）、ロック状態の解除処理を行う（ステップ１０：Ｓ１０
）。
【００５９】
　一方、プロセサ３０は、ステップ７において、入力された画面操作が予め設定された解
除操作でないと判断した場合には（ステップ９においてＮＯ）、表示ドライバ４０を介し
て、ディスプレイ１４にロック状態を解除できない旨を表示させる（ステップ６：Ｓ６）
。この表示は、文字であっても、アイコンであってもよい。
【００６０】
　なお、これまでは、図３～図６を用いて、ロック状態の解除方法について説明してきた
が、図３および図４の操作は、ロック状態を解除する場合に限らず、ロック状態を設定す
る場合においても適用可能である。この場合、ディスプレイ１４が待ち受け画面や実行さ
れている機能の機能画面等を表示している間に、上述の解除方法で説明したようなスライ
ド操作をタッチパネル１６上で行うことにより、当該機能に対してロック状態を設定する
ことができる。また、設定画面については、図５に示した解除ボタン６３を設けたロック
解除設定画面の代わりに、設定ボタンを設けたロック設定画面を用いるとよい。
【００６１】
　また、ロック状態を設定する場合には、図６に示すフローチャートのステップ９，ステ
ップ１０、ステップ１１の処理が、それぞれ「予め決められた設定操作？」、「ロック状
態の設定」および「ロック状態を設定できない旨の表示」となる。
【００６２】
　（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態による携帯型電子機器について説明する。本実施形態によ
る携帯型電子機器は、ロック状態の設定又は解除の方法が、第１の実施形態による携帯型
電子機器１０と異なる。本実施形態による携帯型電子機器の構成は、図１および図２で示
した構成と同様であるため、説明を省略する。また、本実施形態による携帯型電子機器に
おいて、第１の実施形態による携帯型電子機器１０の構成と同一の構成については、同一
の符合を付して図示および説明を行う。
【００６３】
　図７は、本実施形態の携帯型電子機器におけるロック状態の解除方法を説明するための
図である。まず、図７（ａ）は、セキュリティロック状態におけるディスプレイ１４の画
面の一例を示している。この画面は、図４（ａ）と同様に、ロック状態であることをユー
ザに認識させる画面であればよいが、ユーザの利便性を向上させるために、例えば、ユー
ザがロック状態を解除する際に行うべきタッチ操作についてヒントを与えるものであって
もよい。
【００６４】
　具体的に、本実施形態による携帯型電子機器では、ディスプレイ１４に、タッチ操作の
始点を示すマーク７１と円環状のルート７２とが表示される（図７（ａ））。これらは、
いずれもユーザがロック状態を解除する際に行うべきタッチ操作のガイドとしての役割を
果たす。すなわち、この画面は、ロック状態が、円環状のルート７２に沿ったスライド操
作によって解除されることを示している。よって、ロック状態を解除する際にユーザが必
ずしもこのルート７２に沿ってスライド操作を行う必要はない。
【００６５】
　図７（ｂ）は、ディスプレイ１４の画面において右周回方向（時計回りの方向）にスラ
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イド操作を行っていることを示し、図７（ｃ）は、当該スライド操作を行った場合にディ
スプレイ１４に表示される画面を示している。ここで、ディスプレイ１４には、「Ｒ１／
２」が表示されている。これは、直前の操作が、１回目のスライド操作であり、かつ右周
回方向に全円周長さの１／２の長さのスライド操作を行ったことを示す。
【００６６】
　次に、図７（ｄ）は、図７（ｂ）の操作に続いて、ディスプレイの画面において右周回
方向にスライド操作を行っていることを示している。スライド操作が完了した場合には、
ディスプレイ１４に、直前の操作が２回目のスライド操作であり、かつ右周回方向に全円
周長さの１／２の長さのスライド操作を行ったことを示す「Ｒ１／２」が表示される（図
７では省略している。）
【００６７】
　図７（ｅ）は、図７（ｄ）の操作に続いて、画面における左周回方向にスライド操作を
行ったことを示し、図７（ｆ）は、当該スライド操作を行った場合にディスプレイ１４に
表示される画面を示している。ここで、ディスプレイ１４には、直前の操作が３回目のス
ライド操作であり、かつ左周回方向のスライド操作であったことを示す「Ｌ３」が表示さ
れている。図７（ｇ）は、図７（ｂ）（ｄ）（ｅ）の操作を経て、ロック状態が解除され
た場合のディスプレイ１４の画面の一例を示している。また、図７（ｈ）は、ユーザによ
る画面操作ではロック状態が解除できない場合にディスプレイ１４が表示する画面の一例
を示している。
【００６８】
　図８は、ユーザがロック状態の解除操作として、図７を用いて説明した操作を設定する
ための解除設定画面である。ここで、図５と同様の構成には、同一の符合を付し、説明を
省略する。
【００６９】
　図８に示すように、解除設定画面は、３つの方向設定アイコン６１と３つの回数設定ア
イコン６２とを有する。ロックコード数は、３回に設定されている。図８の例でいうと、
右周回方向のスライド操作を１／２回、右周回方向のスライド操作を１／２回、左方向の
スライド操作を１回実行すれば、ロック状態を解除することができる。
【００７０】
　なお、本実施形態による携帯型電子機器において利用する上述のスライド操作は、ロッ
ク状態を解除する場合に限らず、ロック状態を設定する場合においても適用可能である。
【００７１】
　また、第１および第２の実施形態において説明したロック状態の設定又は解除方法は、
タッチパネル１６上でスライド操作を行うことにより行うことができるため、例えば、タ
ッチパネル１６上で手書きパターンを入力する場合、又は暗証番号を入力するといった場
合と比較して、それほど大きい操作領域を必要としない。よって、ディスプレイ１４にロ
ック状態の設定および解除のための領域を常に確保しておき、その領域上に設けられたタ
ッチパネル１６上を操作することにより、ロック状態の設定又は解除を行うこともできる
。
【００７２】
　（第３の実施形態）
さらに、第１および第２の実施形態において説明したロック状態の設定又は解除方法は、
ディスプレイ１４の画面に表示された項目のすべてについてロック状態を設定又は解除す
る場合に限らず、特定の項目のみについてロック状態を設定又は解除する場合においても
適用可能である。その場合のロック状態の設定方法を説明する。図９は、本実施形態の携
帯型電子機器におけるロック状態の設定方法を説明するための図である。まず、図９（ａ
）は、あらかじめ登録しておいたファイルやプログラムをアイコン７０で一覧表示するラ
ンチャ画面である。このランチャ画面には、ロック状態の設定又は解除を行うプログラム
を示すアイコン７０ａが表示される。図９（ｂ）に示すように、ユーザがこのアイコン７
０ａを選択すると、ロック状態の設定を行うことができるプログラムが一覧表示される。
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ユーザは、このリストから、ロック状態を設定したいプログラムを選択することができる
。そして、ユーザは、プログラムを選択した後、設定ボタン７１を押下することにより、
所望のプログラムに対してロック状態の設定を行うことができる。なお、設定ボタン７１
と同時にキャンセルボタン７２を表示してもよい。
【００７３】
　ユーザは、プログラムの選択および設定を行った後、第１および題２の実施形態におい
て説明した解除処理と同様の画面操作を行うと（図９（ｄ），（ｅ））、ロック状態を設
定することができる。なお、図９に示した例では、設定ボタン７１を押下した後、画面が
最初のランチャ画面に戻るように設定されているものとする。一連の操作によって、ロッ
ク状態が設定されると、ロック状態が設定された旨を表示する画面が表示される（図９（
ｆ））。
【００７４】
　なお、本実施形態による携帯型電子機器では、ロック状態の設定を行うことができるプ
ログラムを一覧表示させ、その中からロック状態を設定するプログラムを選択するように
したが、プログラムを起動させてその動作画面（実行されている機能の機能画面）をディ
スプレイ１４に表示させている間に上記画面操作を行うことにより、そのプログラムに対
してロック状態を設定できるようにしてもよい。
【００７５】
　また、ロック状態の設定又は解除をするための画面操作は、直線方向のスライド操作の
みに限らず、周回方向のスライド操作、タップ操作、およびダブルタップ操作等のその他
のタッチ操作を組み合わせて構成されてもよい。また、複数の操作の組み合わせではなく
、右方向のスライド操作等の予め決められた画面操作が、例えば、５回等の予め決められ
た回数だけ連続して行われた場合に、ロック状態の設定又は解除がなされてもよい。
【００７６】
　なお、ロック状態の設定又は解除をするための画面操作は、パスワードとしてみなすこ
とができる。この場合、パスワードの構成要素を、画面操作の種類と当該画面操作の連続
操作回数とにより定めることができる。例えば、右方向のスライド操作を１回操作するこ
とを「１」、右方向のスライド操作を連続して２回操作することを「２」、右方向のスラ
イド操作を連続して３回操作することを「３」、左方向のスライド操作を１回操作するこ
とを「４」、左方向のスライド操作を２回操作することを「５」などと定めておけば、図
３で示した操作は、「２」「４」という入力に相当する。ここで、ＲＡＭ４４にパスワー
ド「２」「４」を記憶させておけば、プロセサ３０は、ユーザによって図３に示した操作
が、予めＲＡＭ４４に記憶させたパスワードに一致する、言い換えれば、入力された複数
の画面操作が、ＲＡＭ４４に記憶させたパスワードに対応する複数の画面操作に一致する
として、ロック状態の設定又は解除を行う。なお、ＲＡＭ４４に記憶させるパスワードは
、ディスプレイ１４に表示される設定画面からユーザによって適宜設定できるようにして
もよい。
【００７７】
　また、第１乃至第３の実施形態による携帯型電子機器によれば、ロック状態を解除する
ために、ディスプレイ１４の画面上で数字等の入力を行うわけではなく、タッチパネル上
を触れる（タッチする）だけでよいため、ディスプレイ１４の照明を必ずしも明るくする
必要はない。よって、プロセサ３０および表示ドライバ４０は、携帯型電子機器の一部若
しくは全部の機能に対してロック状態が設定されている場合に、タッチパネル１６によっ
て所定の画面操作が検出されるまで、ディスプレイ１４の照明の明るさ（例えば、輝度）
をロック状態が設定されている場合と同様に維持（多くは、消灯したまま維持）し、又は
ディスプレイ１４の輝度を上げた場合であっても、その輝度が所定値以下になるように制
御してよい。これにより、省電力化を図ることができる。また、このように制御すること
により、ロック状態の解除の過程において直前の操作に関する情報がディスプレイ１４に
表示される場合であっても、ディスプレイ１４の画面を外部から見難くすることができる
ため、ユーザ（解除者）以外の第三者がディスプレイ１４を覗き見したとしても、その第
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三者に対して解除操作に関する情報が漏曳することを低減することができる。
【００７８】
　なお、第１乃至第３の実施形態において説明したロック状態の設定又は解除のための画
面操作は、上述したように、比較的小さい操作領域しか必要としないため、ディスプレイ
１４の面積が小さい小型の携帯型電子機器にも適用可能である。
【符号の説明】
【００７９】
１０：携帯型電子機器
１２：ハウジング
１４：ディスプレイ
１６：タッチパネル
１８：スピーカ
２０：マイク
２２：通話キー
２４：終話キー
２６：メニューキー
３０：プロセサ
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